
地方議会議員の社会保障制度の拡充を求める意見書 

 

 地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性

の高まりが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任

が格段に重くなっている。 

 しかしながら、平成 31 年に実施された統一地方選挙において、町村では議員の

立候補者が減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員

のなり手不足が大きな問題となっている。 

この要因は、経済のグローバル化による生活範囲の広がりによる自治意識の希薄

化とも考えられ、こうした中、地方議会議員が厚生年金や雇用保険制度に加入でき

るようになれば、民間会社の社員等が議員に転身しても安心して議員活動に取り組

むことができ、選挙に立候補できる環境が整うことになり、議員を志す新たな人材

確保に繋がっていくと考える。また、地方議会議員と家族の生活が保障されるよう

な報酬の増額は避けて通れない課題と云える。 

よって、地方創生の推進や地方議会における人材確保の観点から、厚生年金制度

と雇用保険などの加入、社会保障制度の拡充を一体的に図る法整備を早急に実現す

るよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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